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トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会におけるパイロット事業

に係る仕様書

１ 趣旨・目的

トラック運送業においては、総労働時間が長く、また、荷主都合による手待ち時間などの実

態があり、トラック運送事業者のみの努力で長時間労働を改善することが困難な状況にあること

から、長時間労働の抑制に向けた環境整備を進める必要がある。

このような状況を踏まえ、「トラック輸送における取引環境・労働時間改善新潟地方協議会」

「トラック輸送における取引環境・労働時間改善長野地方協議会」「トラック輸送における取引

環境・労働時間改善石川地方協議会」（以下、「各県地方協議会」という。）におけるパイロット

事業（以下、「本事業」という。）は、トラック運転者の長時間労働等の問題点・課題を改善す

るために、発荷主、着荷主及び運送事業者を構成員とする集団（以下、「対象集団」という。）

で実施する実証実験であり、各県地方協議会が好事例を集め、後に長時間労働改善ガイドライン

を作成するために、運送事業者の自主的な労働条件の改善を促し、取引環境・労働時間の改善を

図ることを目的とする。

２ 事業の項目・内容

本事業として以下の項目を行うこととする。

（１）対象集団

対象集団はトラック輸送状況の実態調査結果や各県地方協議会での議論等を踏まえ、各

県協議会において選定した別紙集団とすること。

なお、請負事業者は、長野県地方協議会が対象集団の選定するにあたり、対象集団予定

事業者に事業内容の説明を行い、事業への理解を得られるよう努めること。

（２）実施方法

（ア）対象集団ごとにおいて発着荷主と運送事業者の各々の状況を相互に理解するため、話

合いを通して課題の整理及び取組の具体化を行うものであり、管理、調整、支援等本事

業全体の統括・管理を行わせるため、業務請負契約した業者（以下、「請負業者」とい

う。）が対象集団ごとに会議体（以下「会議体」という。）を設置し、会議体による問

題点の把握・改善方法の提案等と、請負業者による各事業場への個別訪問（以下「事業

場訪問」という。）による改善方法の実施状況確認等を交互に進めるものとする。

（イ）請負業者には「貨物自動車運送事業法」、「労働基準法」及び「自動車運転者の労働

時間等の改善のための基準」（以下、「改善基準告示」という。）等の関係法令に精通し

物流問題や労働問題に関する知識を有している者（以下、「主担当者」という。）が所

属しており、発荷主が運送事業者に対して行っている発注方法又は運送事業者が下請運

送事業者に対して行っている発注方法等が改善基準告示の遵守状況に与える影響等を分

析し、対象集団に対し荷物の発注方法等の改善点等の助言・提案ができること。

なお、請負業者は実務体制をつくり、会議の日程調整や資料作成等を行うこと。

（３）自己診断チェックリストの作成・実施・分析

請負業者は、対象集団におけるトラック運転者の労働時間の実態、荷主等からの受注の

現状、労働時間減少の隘路等を把握するため、自己診断チェックリスト（以下、「チェッ

クリスト」という。）を作成し、対象集団に配付するとともに、チェックリストを記入す

るよう依頼すること。

katou-t54aj
ハイライト表示



- 2 -

（ア）チェックリストの項目には、以下の項目等を盛り込むこととし、チェックリストの対

象期間は、直近１年間とすること。

なお、チェックリストの項目を決める際には、事前に各県地方協議会事務局と協議を

行うこと。

（a）１日の拘束時間、１ヶ月の拘束時間、休息期間、運転時間（２日平均での１日当た

りの運転時間、２週間平均での１週間当たりの運転時間）、連続運転時間について、

改善基準告示を遵守しているかどうか

（b）労働時間や拘束時間、特に手待ち時間の頻度や時間

（c）労働時間や拘束時間、特に手待ち時間が長くなっている原因

（d）発注方法の改善によりトラック運転者の労働時間等が改善されると思われる事項

（イ）請負業者は内容を確認の上、チェックリストを回収すること。

また、回収したチェックリストの内容から長時間労働の原因や長時間労働抑制の阻害

要因等について分析し、その結果を下記（４）の会議の検討資料として活用すること。

（４）会議の開催及び事業場訪問等における個別事業場に対する調査、助言等

（ア）請負業者は、会議体による下記の内容を基にした会議を開催すること。

なお、主担当者は、会議に必ず出席しなければならない。

（a）本事業の趣旨の理解及びトラック運転者の労働時間の改善に対する気運の醸成を図

ること。

（b）主担当者の事業場訪問による結果分析やチェックリストにより把握したトラック運

転者の労働時間の改善のための荷物の発注方法等の問題点とその改善策に関する検討

を行うこと。また、チェックリストの分析結果を対象集団に周知すること。

（c）本事業の結果報告、今後の課題等を議論し、報告書をとりまとめること。

（イ）請負業者は、３回程度（主担当者はそのうち少なくとも1回）は事業場訪問をするこ

ととし、訪問が短時間となるなど不十分なものとならないようにすること。

なお、事業場訪問等の際は、下記に従って助言・提案を行うこと。

（a）トラック運転者の労働時間の実態、荷主が運送事業者に対して行っている発注方法

等又は運送事業者が下請運送事業者に対して行っている発注方法等がトラック運転者

の労働時間や改善基準告示の遵守状況に与えている影響等を把握するとともに、労働

基準法や改善基準告示に関する助言・提案を行うこと。

（b）上記（ア）における会議で検討された改善策の実施状況の確認、具体的な実施方法

の助言・提案を行うこと。

（c）主担当者は、チェックリストの分析結果と併せて、実情の分析、長時間労働の原因

や長時間労働抑制の阻害要因の分析し、今後の改善方針を提案すること。

（d）その他必要と認められる場合には、助言・提案し、支援を行うこと。

（５）アンケートの実施

（ア）請負業者は、本事業終了時までに対象集団に対し、本事業が労働時間の削減、改善基

準告示の遵守等のために参考になったかどうかを確認するためにアンケートを作成し、

対象集団に配付し、その後回収を行い、その結果を分析すること。

（イ）アンケートの項目を決める際には、事前に各県地方協議会事務局と協議を行うこと。

（ウ）アンケートの集計・分析結果については、対象集団ごとにとりまとめ、結果を対象集

団に送付すること。

（６）業務の打ち合わせ
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業務の打ち合わせは適宜開催する。

（７）実施状況の情報提供等

本事業の実施状況について、各県地方協議会事務局への情報提供及び各県地方協議会等

での報告等必要な協力を行うこと。

（８）報告書の作成

上記（２）から（５）までの実施状況について具体的に記述した各県地方協議会毎の報

告書（Ａ４簡易製本及び電子データ）を作成すること。

また、当該報告書の概要版（Ａ４・２～４頁程度及び電子データ）を作成すること。

なお、報告書及び概要版の作成に当たっては、公表とすることを前提に、記載内容につ

いてあらかじめ対象集団に説明し、承諾を得ること。

（９）成果物の提出

上記（８）で作成した報告書については、平成２９年３月２４日までに各県地方協議会

別それぞれ報告書５０部、概要版１００部を北陸信越運輸局自動車交通部貨物課に納入す

ること。

併せて、成果物に係る電子データ（使用ソフトについては事前に北陸信越運輸局自動車

交通部貨物課と調整を行うこと。）をCD等に記録し、それぞれ２部提出すること。

３ 委託に関する条件等

（１）著作権について

本事業により作成・変更・修正される報告書等の著作権（著作権法第２１条から第２８

条に定めるすべての権利を含む。）は、請負業者が本件の契約の従前より権利を保有して

いた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、国

土交通省が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含め、すべて国土交通省に帰属

するものとする。

また、国土交通省は、納入された報告書等の複製物を、著作権法第４７条の２の規定に

基づき、複製、翻案すること及び当該作業を第三者に委託し、当該者に行わせることがで

きるものとする。

（２）機密の保持等

請負業者は、本件の履行に際し知り得た内容を第三者に漏らし、又はこの契約の目的以

外に利用してはならない。（契約完了後もこの義務を負うものとする。）

また、本業務遂行のため提供を受けたすべての資料等について、コピーしていた場合等

は、請負業者の責任で適正に廃棄すること。

（３）環境保護

環境保護の観点から、可能な限り「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」

（平成１２年法律第１００号）（いわゆるグリーン購入法）に基づいた製品を導入するこ

と。

（４）再委託の禁止

本事業の再委託については、以下のとおりとする。

（ア）業務の全部を再委託することは禁止する。なお、再委託とは、本来請負業者自ら行う

べき業務の一部を効率性、合理性等の観点から例外的に外部発注するものであり、契約
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目的を達成するため遂行する一連の業務に付帯して印刷、リーフレットの配送等を外部

の専門業者に発注することは、再委託には当たらないものとする。

（イ）本事業の総合的な企画及び判断並びに進行管理及び、上記２（１）から２（８）につ

いては再委託してはならない。

４ 履行期間

平成２８年９月１日から平成２９年３月２４日までとする。

５ 仕様書に対する疑義等

この仕様書に疑義が生じた場合は、請負業者と北陸信越運輸局自動車交通部貨物課で別途協

議する。

６ 担当職員

北陸信越運輸局 自動車交通部 貨物課 専門官 芦澤 千恵子
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１． 実施スケジュール 

① 第一回  打合せ 

日時 2016年 10月 3日 15:30～ 

場所 マルコメ株式会社 会議室 

② 第二回 現状確認 

日時 2016年 10月 12日 13:00～20:00 

場所 マルコメ株式会社 工場出荷場、長野通運株式会社 

③ 第三回 現状確認 

日時 2016年 11月 4日 13:00～20:00 

場所 マルコメ株式会社 工場出荷場、長野通運株式会社 

④ 第四回 現状確認 

日時 2016年 11月 22日 11:00～17:00 

場所 東信運送株式会社、長野通運株式会社 
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２．対象企業概況 

（１）荷主マルコメ株式会社と元請長野通運株式会社と下請東信運送の関係 

対象企業の関係は、次の運送体制図の通り表され、荷主であるマルコメ株式会社からの出

荷データに基づき、長野通運株式会社が北陸エリアまたは北関東エリア、首都圏エリア、神

奈川エリアへの幹線輸送を、東信運送株式会社へ依頼している。この頻度は、通常 1日 1

便となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運送体制図

運送

最終配送

北陸エリア（富山・石川・福井）

北関東エリア（群馬・千葉）

首都圏エリア（茨城）

神奈川エリア（神奈川）

マルコメ

Ｓ社

Ｙ社

長野通運株式会社

Ｋ社

Ｋ社

Ｓ運輸　

幹線輸送

東信運送株式会社

出荷データー

出荷データー
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（補足資料 長野通運株式会社川中島倉庫からの配送先拠点） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

東信運送株式会社の配送先はディストリビューション・センターとなっており、物流センター

への在庫補充となる。そのため元請長野通運株式会社川中島倉庫の出発時間は、トランス

ファー・センター行きの便が出発した後となり、午後からの荷積み作業となる。 
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（補足資料 ディストリビューション・センターとトランスファー・センターについて） 
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（２）荷主マルコメ株式会社から元請長野通運株式会社への横持移動について 

マルコメ株式会社で生産された製品は、第二工場および第三工場よりその日のうちに長野

通運株式会社川中島倉庫へ移動される。 

 

Ａ）マルコメ株式会社から長野通運株式会社川中島倉庫への横持移動ルート 

マルコメ株式会社から長野通運株式会社川中島倉庫への道のりは、片道７キロメートル。

所要時間は、渋滞がなければ２０分弱かかる。 

 

Ｂ）マルコメ株式会社から長野通運株式会社川中島倉庫への横持移動のトラック便数につ

いて 

横持移動のトラック便は、１日に約３５台となる。２０１６年１０月５日の生産実績では、第二

工場よりトラック便１６台（製品パレット数 ４８１枚）、第三工場よりトラック便１６台（製品パレ

ット数 ４９５枚）、合計 トラック便３２台（製品パレット数 ９７６枚）であった。 
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(補足資料 マルコメ株式会社から長野通運株式会社への、横持ルート) 
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Ｃ）マルコメ株式会社の横持便の積み込み場所 

横持移動のトラック便は、下の地図の位置にて積み下ろしを行っている。 
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Ｄ）横持移動のトラック便にかかわる運転手の日報 

２０１６年１０月５日の日報から、８人で３２回の横持移動を行っていることがわかる。 

※記号②は長野通運株式会社川中島倉庫、「○に米」はマルコメ株式会社を表す。 
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Ｅ）長野通運株式会社川中島倉庫内の作業について 

（ア）庫内作業システムについて 

長野通運株式会社川中島倉庫では、配送センターシステム「まるうん１号・２号」を使用して

いる。無線端末の指示により、熟練度の低い作業者がピッキングや入庫の作業を行っても、

正確な作業を行うことができる。 
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（イ）長野通運株式会社川中島倉庫、レイアウトについて 
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(３)問題点 

Ａ）横持ちドライバーの拘束時間について 

金子ドライバーの日報より、１便目 ６：５０発、２便目 ９:００、３便目 １０：２５、４便目 １１:４

０・・・、となっており、１便目と２便目の間が２時間１０分かかっている。これは長野通運株式

会社川中島倉庫からマルコメ株式会社間の目標時間の目安となる１往復あたり１時間を、

大きくオーバーしている。 

【現状】 

第二工場側の積み込み位置には、夜の横持ト 

ラック便を待機させず長野通運株式会社川中島 

倉庫に返している。 

そのため第二工場では、夜勤で生産した製品を 

トラックに積み込むことができず、下屋下に一時 

置きすることとなる。 

翌朝、金子ドライバーは長野通運株式会社川中島倉庫からマルコメ株式会社へ移動し、夜

勤生産分の積み込みを行う。そのため、2時間 10分かかってしまう。 
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【改善案】 

夜間、横持ちトラック便を第二工場に 

配置しておく。 

夜勤生産者は、夜間生産した製品を 

トラックに積み込む。 

翌朝、金子ドライバーは長野通運株 

式会社川中島倉庫よりマルコメ株式 

会社到着後、すぐに積み込み完了し 

たトラックに乗り換えて行くことができ 

る。 

この改善により、60分程度の横持ちドライバーの拘束時間の短縮が見込まれる。 
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横持トラック便 
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Ｂ）長野通運株式会社川中島倉庫での積込み時間について 

北村ドライバーの積込み時間は、17:30～19:00の 90分かかっている。 

 

Ｂ－１）出荷便数の平準化 

【現状】 

時間帯ごとの出荷便数に、ばらつきがある。（現在、 

長野通運株式会社で調査依頼中） 

そのため、午前中は出荷便が少ないので、積込み 

作業を倉庫近くで行うことができる。しかし出荷便数の 

多くなる午後は、積込み位置が遠いトラックが出てくる。 

積込み位置が遠くなることで積込み作業者のリフト運搬 

の距離が長くなり、積込み作業の時間が長くなって 

しまう。積込み作業の時間分、運転手の拘束時間も 

長くなってしまう。 
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1日の出荷便を 80台と仮定する。9:00～13:00の 4時間で 20台、13:00～20:00の 7時間

で 60台の積込みを行っているとする。 

積込みに 90分かかるため、同時に積込み作業を行っているトラック便の台数は、以下の通

りとなる。（計算式は、サイクルタイム=稼働時間/トラック便の台数、同時積込み台数=積込

み時間÷サイクルタイム、で算出） 

9:00～13:00（稼働時間 4時間） 20台 同時積込み台数 7.5台 

13:00～20:00（稼働時間 7時間） 60台 同時積込み台数 12.8台 

右票のように、トラック便の 

ドライバーに手待ちが発生 

している。（およそ 60分） 

 

【改善案】 

時間帯ごとの出荷便数を平準化する。これにより、同時に積込み作業を行うトラック便数を

減らし、積込み作業のリフト運搬距離を短縮する。 

9:00～20:00（稼働時間 11時間） 80台平準化 同時積込み台数 10.9台 

1

2

3

標準作業組み合わせ票

標準作業組み合わせ票

製作
年月日 H28.11.22

直当り
必要数

トラック80台
22ﾊﾟﾚｯﾄ/台

手 作 業

自 動 送
り

工　程 積込み工程　現状 所　属
サイク
ルタイ
ム

９０分 歩 行

作
業
順

作業名称
時間 作 業 時 間

手 送
20 40 80 100 120

積込み
（フォークリフト） ９０分

手待ち
（トラック便運転手） 60分

60

長野通運(株)川中島倉庫

パレット２分割
（トラック便運転手） 30分
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現状：13:00～20:00（稼働時間 7時間） 60台 同時積込み台数 12.8台の時のイメージ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トラック便 

横持ち便 

マルコメ倉庫 

同時積込みのトラックが 

増えると、積込み位置が 

遠くなり、フォークリフトの 

運搬距離が長くなってしまう。 



20 

【改善案】 

時間帯ごとの出荷便数を平準化する。これにより、同時に積込み作業を行うトラック便数を

減らし、積込み作業のリフト運搬距離を短縮する。 

9:00～20:00（稼働時間 11時間） 80台平準化 同時積込み台数 10.9台 

 

運搬距離の短縮により積込み作業の時間が短縮され、ドライバーの待機時間削減も期待で

きる。 
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改善案：9:00～20:00（稼働時間 11時間） 80台平準化 同時積込み台数 10.9台の時のイメージ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

トラック便 

横持ち便 

マルコメ倉庫 

リフト運搬距離の長い 

トラック積込み位置を 

なくすことができる 
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Ｂ－２）出荷便レイゾウコ（一時仮置き） 

【現状】 

出荷トラックへの積込みは、トラックの荷台に直接積込みをおこなっている。 

そのため、トラック便の運転手はその間手待ちとなっており、拘束時間が長くなってしまう。 

（写真：手待ち時間中に、2段積みのための積替え作業を行っている様子） 
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【改善案】 

出荷便に合わせ、レイゾウコ（一時仮置き）に製品の準備をしておく。これにより、積込み時

間を短縮することができる。 

仮に 16.5分で積込み作業が完了するならば、同時積込み台数も削減でき、リフト動線の短

縮も見込まれる。 

9:00～20:00（稼働時間 11時間） 80台の時 

 積込み時間が 90分の場合 同時積込み台数 10.9台 

 積込み時間が 16.5分の場合 同時積込み台数 2台 

  （ただし、レイゾウコ（一時仮置き）への集積に 33～49.5分かかる場合は、 

レイゾウコが 8か所必要となる） 

 

積込み時間が 90分から 16.5分に短縮できれば、トラック便ドライバーの拘束時間は 60分

程度の短縮が見込まれる。 
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改善案：9:00～20:00（稼働時間 11時間） 80台平準化 同時積込み台数 10.9台の時のイメージ 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

レイゾウコ 

横持ち便 

マルコメ倉庫 

トラック便 
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◆改善案の作業の流れ 

 ①人員配置：積込み作業者 8名が、1台ずつトラックを担当する。1人あたり 10台/日。 

 ②作業の進め方 

・積込み作業者は、レイゾウコへの一時仮置きを 49.5分で行う。 

・積込み作業開始から 33分後に、トラック便をレイゾウコ横に付ける。 

ドライバーは、2段積みのためのパレット積み替え作業を 30分で行う。 

・積込み作業者は、レイゾウコへの一時仮置き終了後、トラック便への積込みを 

16.5分で行う。 

・ドライバーは積込み確認後、出発する。（積込み時間はおよそ 33分） 

 ※この作業を、8人の積込み作業者がそれぞれ行う。 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4
手待ち

（トラック便運転手） 3分

一時置きからの積込み
（フォークリフト） 16.5分

パレット２分割
（トラック便運転手） 30分

80 100 120

一時置きピッキング
（フォークリフト） 49.5分

歩 行

作
業
順

作業名称
時間 作 業 時 間

手 送
20 40 60

直当り
必要数

トラック80台
22ﾊﾟﾚｯﾄ/台

手 作 業

自 動 送
り

工　程 積込み工程　改善案 所　属
サイク
ルタイ
ム

66分

品番・品名 長野通運株式会社川中島倉庫

標 準 作 業 組 み 合わ せ票

製作
年月日 H28.11.22
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Ｃ）荷降ろし時間の短縮 トータルピッキングから、店舗別ピッキングへ 

【現状】 

北村ドライバーのＤＣでの荷降ろし時間が、8:30～9:50 と 80分かかっている。（Ｐ17の日報より） 

長野通運株式会社川中島倉庫でトータルピッキングを行い、首都圏（茨城県）のディストリビ

ューション・センター（ＤＣ）に運んでいる。 

このとき、ＤＣ側ではトラック便到着順に荷降ろしを行っている

が、すべてのトラック便の荷降ろしが完了するまで、ドライバーは

拘束されてしまう。これは、荷降ろしに時間のかかる合積みパレ

ットが最後のトラック便にまとまっており、一人のドライバーでは

荷降ろしをするのが困難なために、ドライバー全員で手伝ってい

る。 

【改善案】 

長野通運株式会社川中島倉庫で店舗別ピッキングを行う。これにより、荷降ろし負荷の高

い合積みパレットが各トラック便に分散され、ドライバーは自分の分だけ降ろせば作業終了

となる。 

荷降ろし作業を 10分とすると、70分程度の拘束時間短縮が見込まれる。 

このような合積みパレットは、積載効率が 

低くなるため最後のトラックにまとめられて 

しまう。 
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４．今後のスケジュールについて 

問題点Ａ～Ｃの改善案について、12月と 1月に現場で実作業を行っていただき、効果の確

認を行う。 



「トラック運送における取引環境・労働時間改善地方協議会」における 
平成２８年度パイロット事業（実証実験）の実施集団選定状況 平成28年11月8日現在 

○４７都道府県において対象集団が決定。 

○荷種の内訳は、食料品１１件、農産物７件、紙・パルプ４件、建設資材３件、機械製品３件、飲料２件、鮮魚２件、繊維製品２
件、工業製品２、その他１１件となっており、全国で様々な荷種を扱う。 

  発荷主 運送事業者 着荷主 荷種 
28年度 

協議会開催状
況 

北海道 ○ ○ ○ 鮮魚 ○ 

青森 ○ ○ ○ 農産物 ○ 

岩手 ○ ○ － 木工製品 ○ 

宮城 ○ ○ － 計器 ○ 

秋田 ○ ○ － パルプ・紙 ○ 

山形 ○ ○ ○ 農産物 ○ 

福島 ○ ○ ○ 農産物 ○ 

茨城 ○ ○ － コンクリート製品 ○ 

栃木 ○ ○ － 食料品 ○ 

群馬 ○ ○ － 農産物 ○ 

埼玉 ○ ○ ○ 工業製品  未定 

千葉 ○ ○ － 食料品 ○ 

東京 ○ ○ ○ 紙 ○ 

神奈川 ○ ○ ○ 水道管 ○ 

山梨 ○ ○ ○ 食料品 ○ 

新潟 ○ ○ － 米菓 ○ 

長野 ○ ○ － 食料品 ○ 

富山 ○ ○ ○ 紙・パルプ ○ 

石川 ○ ○ － 建設資材 ○ 

愛知 ○ ○ － 建設資材 ○ 

静岡 ○ ○ ○ フィルム・シート 
○ 

  ○ ○ － 鮮魚 

岐阜 ○ ○ ○ 食料品 ○ 

三重 ○ ○ － 食料品 ○ 

  発荷主 運送事業者 着荷主 荷種 
28年度 

協議会開催状
況 

福井 ○ ○ － 繊維製品 ○ 

大阪 ○ ○ ○ 食料品 ○ 

京都 ○ ○ ○ 鋼材 ○ 

兵庫 ○ ○ － 機械製品 ○ 

滋賀 ○ ○ ○ 日用品 ○ 

奈良 ○ ○ ○ 機械製品 ○ 

和歌山 ○ ○ ○ 建設資材 ○ 

広島 ○ ○ ○ 機会部品 ○ 

鳥取 ○ ○ ○ 乳製品 ○ 

島根 ○ ○ ○ 業務用厨房機器 ○ 

岡山 ○ ○ － 飲料 ○ 

山口 ○ ○ ○ 繊維製品 ○ 

徳島 ○ ○ ○ 紙 ○ 

香川 ○ ○ ○ 食料品 未定 

愛媛 ○ ○ ○ 農産物 ○ 

高知 ○ ○ ○ 食料品 ○ 

福岡 ○ ○ ○ 工業製品 ○ 

佐賀 ○ ○ － 食料品 ○ 

長崎 ○ ○ ○ 食料品 ○ 

熊本 ○  ○  －  農産物  ○ 

大分 ○ ○ － 卵 ○ 

宮崎 ○ ○ ○ 農産物 ○ 

鹿児島 ○ ○ － 鶏肉 ○ 

沖縄 ○ ○ ○ 飲料・雑貨 ○ 

資 料 ３ 



事 務 連 絡
平成２８年１０月１７日

北海道農政事務所 生産経営産業部長 宛

地方農政局 経営・事業支援部長 宛

農林水産省食料産業局

食 品 流 通 課 長

トラック運輸における取引環境・労働時間改善地方協議会への参画等
について（協力依頼）

時下、貴職におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
食品の流通分野に関しては、「総合的なＴＰＰ関連政策大綱（平成27年11

月）」の検討継続項目に「生産者が有利な条件で安定取引を行うことができ

る流通・加工の業界構造の確立」が位置付けられたことを受け、昨年度か
ら、自民党の農林水産業骨太方針策定ＰＴや政府の規制改革推進会議にお
いて議論が行われているところです。

この中で、生産者の所得向上に寄与する課題として、物流の効率化による

物流コストの削減が特に重要との認識で一致しており、今後、国土交通省等
の関係省庁と連携した取組の推進が喫緊の課題となっております。

その一環として、国土交通省から協力を求められている「トラック輸送
における取引環境・労働時間改善協議会」及び「パイロット事業」につい
て、農林水産省としても積極的に参画していくことが重要と考えておりま
す。

この協議会は、荷主、運送事業者、有識者、関係団体、行政を構成員とし
て、国土交通省と厚生労働省が協働して、中央及び47都道府県に立ち上げて

おり、トラック運送業の荷待ち時間の削減等、長時間労働の抑制に向けた議

論を行っております。

この取り組みの一つとして、発荷主（生産者、ＪＡ等）、運送事業者、着
荷主（卸売業者、小売業者等）が連携して、専門家の助言の下、物流の現状

分析や課題の洗い出し、解決手段の検討、実証実験を行うパイロット事業を、
平成28～29年度にかけて実施するもので、対象荷種の多くが農水産物や食品

となっています。
これらの取組は、生産者の所得向上や食品産業の生産性向上に資するもの

であり、また、農畜水産物や飲食料品の流通の改善に関するものであること
から、貴局（事務所）におかれましては、地方運輸局と十分な連携を図って

いただくとともに、各都道府県ごとに設置されている協議会に参画する等、

必要な対応を行って頂きますよう、ご協力の程何卒宜しくお願い申し上げま
す。

なお、地方農政局等の参画等については、国土交通省自動車局貨物課から
地方運輸局に対して連絡がなされていることを念のため申し添えます。

（※）国土交通省の協議会及びパイロット事業の概要については、こちらからご覧く

ださい。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000022.html

担当：食料産業局 食品流通課

企画調査班 朝倉、堀、小谷
直通：03－3502－5741
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